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月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 火 水

1
 くい打機、くい抜機を使用する作業
　（ｱｰｽｵｰｶﾞｰと併用する作業を除く）

2 びょう打機を使用する作業

3 さく岩機を使用する作業

4
空気圧縮機を使用する作業
（さく岩機の動力として使用する作業を除く）

5 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等を使用する作業

6 ﾊﾞｯｸﾎｳ（定格出力が80kw以上）を使用する作業

7 ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（定格出力が70kw以上）を使用する作業

8 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ（定格出力が40kw以上）を使用する作業

6 　建造物を動力、鉄球等で解体破壊する作業

7 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車等を使用する作業

8 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰを使用する作業

9
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ、ﾊﾞｯｸﾎｳ、ｽｸﾚｲﾊﾟ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ
その他これらに類する機械を使用する作業

# 　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗー､てん圧機等を使用する作業

1 くい打機、くい抜機を使用する作業

2 鋼球を使用して建築物等を破壊する作業

3 舗装版破砕機を使用する作業

4 ﾌﾞﾚｰｶーを使用する作業（手持ち式を除く）

注意

特　　　定　　　建　　　設　　　作　　　業　　　工　　　程　　　表

 　使用しない間は、エンジンを切る。

□防音型の機械を使用する。
□運搬道路は、民家や歩行者が多いところをでき
   る限り避ける。
□待機場所は、付近に影響が少ないよう十分配慮
   して選ぶ。
□その他

   辺家屋の調査を行い、被害発生時には迅速に
□整備点検を十分に行う。
□能率よく行い、時間の短縮に努める。
□不必要な高速運転やむだな空ぶかしは避け、

全　　　体　　　工　　　程

　表が必要です。

騒音・振動の防止方法
□工事の目的・内容等、付近住民に説明し、理
　　解、協力を得るようにする。
□振動の影響のおそれがある場合は、事前に周

１　「法」と「条例」の両方に該当する場合は、「法」による
　届出をしてください。
２　作業所が工業専用地域内の場合は、「条例」による届出を
　してください。
３　建設作業の種類により、騒音・振動の両方の届出が必要です。
４　添付書類として作業場付近の見取図及び建設工事全体の工程
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